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間
然
し
乍
ら
右
の
対
政
府
関
係
に
含
ま
れ
て
い
る
預
金
部
の
収
支
中
、
郵
便
貯
金
等
純
民
間

関
係
と
見
倣
さ
れ
る
も
の

L
収
支
を
見
る
に
、
郵
伎
貯
金
が
三
十
二
儲
八
千

一
百
万
円
の
激

桶
を
み
た
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
貸
付
金
が
十
八
位
九
千
七
ぼ
万
円
に
上
っ
た
に

も
拘
ら
ず
十
八
億
九
千
万
円
の
収
入
超
過
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
之
を
民
間
側
係
よ
り
藷

引
含
政
・府
関
係
に
加
え
る
と
共
に
、
農
林
中
央
金
昨
の
食
糊
及
び
薪
炭
代
金
前
受
金
勘
定
の

月
中
増
加
二
十
七
億
五
千
二
百
万
円
中
日
本
銀
行
よ
り
の
借
入
金
返
済
に
充
当
さ
れ
た
六
億

五
六

五
千
六
百
万
円
は
同
金
体
立
替
金
の
返
済
と
見
倣
し
、
政
府
関
係
よ
り
民
間
関
係
に
移
す
。

更
に
本
月
発
行
の
複
興
瓦
分
刺
関
節
証
券
三
十
五
億
円
中
日
本
銀
行
よ
り
供
給
さ
れ
た
資
金

に
よ
り
消
化
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
二
十
七
億
五
百
万
円
は
政
府
に
対
す
る
信
用
創
造
と
見

倣
し
民
間
関
係
よ
り
政
府
関
係
に
移
す
。
又
復
興
金
融
金
昨
に
対
す
る
政
府
出
資
の
払
込
金

一
億
円
は
民
間
関
係
に
加
え
る
の
を
適
当
と
し
よ
う
。

か
く
て
対
政
附
関
係
に
些
〈
流
出
額
は
、
百
二
十
五
億
九
千
二
百
万
刊
に
上
る
の
に
対
し
、

対
民
間
関
係
に
於
て
は
四
十
六
億
八
千
九
百
万
円
の
収
納
を
示
し
た
こ
と
と
な
る
。
(黒
崎
)

昭
和
二
十
三
年
十
月
|

|
十
二
月

日
本
銀
行
勘
定
に
よ
る
日
本
銀
行
券
増
減
原
因
分
析

(1) -

十

中

十
月
中 月

於
け
る
101 

木
銀
行
勘
定
の
噌
誠

一一一一一一一一一一一一 宮

其 J王政 [1 見
広

他 M本 負 長

~R ~ミ
預預 一 、
イ-r Jり

他金金券 で

債♀を
什)(一)(一)(+) 1立も

二回二七

o I~ 六四
三 O 八 O
三 五五 O

百
万
川
)

資

産

政

府

貸

上

金

付

六

O
七

貸

出

金

例

て

三

七

七

悶

償

其

他

証

券

伸

一
一二
、
こ

O
七

-tq
『政

府

関

係

例

二

O
、
ご
九

O

H
V
Z
戸
民

間

関

係

付

七、

O
八
三

代

理

府

勘

定

付

二、

O
間
五

其

他

判

四

一
一

計

付

ご

一、コ
一凹
ご
一

計

同

二

一、
一-一四
三

間
右
に
よ
れ
ば
政
府
と
の
取
引
に
よ
っ
て
流
出
し
た
日
本
銀
行
券
は
二
百
戸
一
般
三
千

一
百
万

円
に
上
る
の
に
対
し
民
間
と
の
取
引
に
於
て
は
却
っ
て
一
一十
八
佑
三
千
一

百
万
川
の
収
献
を

み
た
こ
と
と
な
る
。
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